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二次提案書の公開展示と区民意見聴取について（案） 

 

１．実施期間 

展示期間：平成 29年 8月 21日（月）から 9月 1日（金）まで（12日間） 

土・日曜日も含めて、午前 8時 30分から午後 5時まで 

           （ただし、世田谷区役所、砧総合支所以外の 3箇所については平日のみ） 

 

２．公開場所 

（１）世田谷区役所 第一庁舎１階ロビー、砧総合支所 ２階ＥＶホール 

（２）３支所（北沢総合支所、玉川総合支所、烏山総合支所）の区政情報コーナー 

 

３．展示方法 

（１）公開展示（一次審査通過者を６者（最大）とした場合） 

展示方法・・・提案書（Ａ１サイズ）をパネルに貼り付けて展示（１者２枚×６者） 

展示場所・・・世田谷区役所：第一庁舎１階ロビー 

砧総合支所：２階ＥＶホール 

※展示場所は、１日目は公開プレゼンテーション及びヒアリングの順番で並べ、毎日、展示場所を入れ替

える。 

※提案書の他に、プロポーザルに関する説明、区民意見聴取に関する説明、意見聴取用紙の記入例を

記載したパネルを設置する。 

 

展示イメージ（６者の場合） 
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（２）北沢総合支所、玉川総合支所、烏山総合支所 

Ａ３ファイルに提案書を綴じ込み閲覧資料とする。 

 

４．展示パネル 

１者当りパネル２枚で展示する。 

 
 

５．意見聴取方法 

（１）５箇所にて別紙意見聴取用紙を用意し、閲覧者は記入後、回収箱へ投函する。 

（２）回収した区民意見は、事務局で集計の上、委員長に確認後、9月 8日に各委員に発送する。 

 

６．注意事項 

（１）提案書の写真撮影、録画は禁止する。 

（２）提案書に関する質問等には回答しない。 

 

７．区民意見聴取結果（集計）の公表に関して 

意見聴取した結果を公表することは必須と考えられること、また、参考資料として各委員へ配布することから、タイミン

グとして下記の３案を検討。 

A案）審査講評の公表と同じ９／２７に、区民意見聴取のホームページで公開 

B案）講評資料の一部として９／２７にホームページで公開 

C案）公開プレゼンテーション及びヒアリングの開催より前に、ホームページで公開 

 

審査講評とは位置付けが異なる資料であるため、Ａ案が望ましいと考える。  

 

８．区民周知 

8月 15日の区報に掲載 

 <業務の取組方針> 

 <テーマ１> 

 <テーマ２> 

 

 <テーマ３> 

 <テーマ４> 

 

 <テーマ５> 

 <テーマ６> 

 

Ａ案 提案者：○○○○ 

二次提案書（Ａ１サイズ） 

展示用パネル（900×1,800） 
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世田谷区本庁舎等整備設計者選定における応募案へのご意見（案） 

ご回答は、お１人様 1枚限りでお願いいたします。 

◆ご意見者の情報 

右欄の該当する項

目の番号に○をして

ください。 

（１） 区内在住・在勤・在学者 

（２） 区内に事務所や事業所を有する個人・法人・団体 

（３） その他「世田谷区本庁舎等整備」に利害関係を有する個人・団体 

ご住所・ご氏名をご記入ください。 

 

ご 住 所                              ご 氏 名                        

（在勤者は勤務地、在学者は学校の所在地）         （法人・団体の場合は、名称・代表者名など） 

◆各者提案について（選択式）          ６案それぞれで該当するボックス（□）にチェック（✔）してください 

１．提案内容に関する総合的な共感度 Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案 Ｅ案 F案 

提案内容に関し総合的に、非常に共感できる □ □ □ □ □ □ 

提案内容に関し総合的に、共感できる □ □ □ □ □ □ 

提案内容に関し総合的に、やや共感できる □ □ □ □ □ □ 

提案内容に関し総合的に、共感できない □ □ □ □ □ □ 

２．関心の高いテーマについて    

下の６つの＜提案テーマ＞から関心の高いテーマ番号を 3 つ選んで記入し、ボックス（□）にチェック（✔）してください 

＜提案テーマ＞ 

1 各機能の関係性を考慮した分かりやすく、 

利用しやすい配置計画について 

2 災害対策機能を備えた庁舎等計画について 

3 柔軟かつ効率的な執務空間の計画について 

 

4 総合的で高い環境性能を備えた庁舎等計画 

について 

5 現庁舎等の空間特質の継承について 

6 工期短縮、業務継続を踏まえた施工計画 

ならびに事業費を抑制する建築計画について 

選択したテーマ番号    

 A B C D E F A B C D E F A B C D E F 

非常に共感できる □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

共感できる □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

やや共感できる □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

共感できない □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

◆自由意見 （ご意見等のある案についてなど、ご記入ください。） 

 

 

 

※ ご意見ありがとうございました。 

世田谷区では「世田谷区本庁舎等整備基本設計業務委託公募型プロポーザル」において、設計者の選定を

行っております。頂きましたご意見は集計の上、参考資料として設計者審査委員会に提出いたします。 


